
（３）国際競争力への影響、開発途上国への生産の移転 

イ）炭素リーケージ 

2005年 6月 28日 
国立環境研究所 藤野純一 

 
 現在、標記に関してまとまったレビューを行っているのは IPCC/TAR（第三次報告書）
/WG3（2001）の第 8章 543ページにおいてである。そこでは、IPCC/SAR（第二次報告書）
では、0％から 70％の幅があったのが、TARになって 5-20％程度の幅に収斂したと報告し
ている。これらの数値は、Burniaux2001の表 1にも示されている。 

Table 1 : Estimates of leakage rates(1) associated with the implementation of the Kyoto Protocol.

leakage rate in 
2010(1)

Light et al.(1999) 21%
WorldScan(2) 20%
Merge(3) 20%
Babiker(4) 15-16%
GEMINI-E3(5) 13%
GTAP-E(6) ± 10%
EPPA-MIT(5) 6%
G-Cubed(5) 6%
GREEN(6) 5%
GREEN(7) 2%
(1) calculated as the ratio of the additional emissions in non-Annex 1 countries
to the emission reduction in the Annex 1 countries.
(2) Bollen et al., 1999.
(3) extrapolated from Manne and Richels, 1998, figure 6.1.
(4) Babiker , 2001.
(5) Bernard and Vielle, 2000.
(6) Truong, 1999.
(4) Babiker and Jacoby, 1999.
(5) Mc Kibbin et al., 1999.
(6) This corresponds to a scenario without use of the flexiblity mechanisms, see OECD, 1999.
(7) Assuming full use of the "flexibility mechanisms" between Annex 1 countries;
see OECD, 1999.  

SARでは Kyoto Protocolのような共通の温暖化排出抑制枠組みがなかったこと、SAR以
後新たなモデルが開発されたが共通のデータを用いることが多くなったことなどが原因だ

と分析されている。一方で、以下の問題点も挙げられている。 
・ 輸入財と国産財の代替性の想定。アーミントン仮定を置くと、不完全代替でしか表現で

きないため、完全代替のモデルよりもリーケージの影響が小さく評価される 
・ 炭素市場の想定 
・ 電力や鉄鋼では異なる排出係数を持つ技術がある 
・ 原油市場競争度合いの想定 
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アーミントン仮定、炭素市場の想定について 

 
Babiker2001 では、Ramsey 型の成長モデルで動学化された多地域一般均衡モデルを用
いて、資本の国際流動性の制約等を課したシミュレーション解析を行っている。世界 7 地
域、財 7種類（エネルギー5種類、非エネルギー2種類（エネルギー集約産業とそれ以外））
のモデルである。2005年以降 OECD諸国に京都制約を課したとき、炭素リーケージは 2005
年約 15-16％からそれ以降ほぼ直線的に減少して 2040年には約 10％になっている。この減
少傾向は、OECD の原油需要減少による価格低下がそれ以外の地域の石炭から原油への代
替を促しエネルギー集約度が高まったことが原因だと考えられる。 
原油の供給弾力性に関する感度解析の結果では、ベースケースで弾力性が 1 だったもの
を Low ケースで 0、High ケースで 5 にすると、前者は約 10%のリーケージでほぼ一定な
のに、後者は 2005年に約 35％から 2040年に約 22％へと変化する。 
非エネルギー財のアーミントン弾力性に関する感度解析では、ベースケースで国産材と

輸入財の弾力性σDを 8、輸入財間の弾力性σMを 16 としていたものを、Low ケースで 4
と 8、Highケースで 16と 32、と想定して感度解析している。すると Lowケースでは 2005
年約 13％から 2040年 2040約 12％のリーケージに漸減、Highケースでは 2005年約 19％
から 2040年約 18％に漸減する（図 1）。どちらのケースも資本の流動性の影響は最大で 1％
前後で、その影響はそれほど大きくない。 

 
図 1 アーミントン弾性値の想定（L：Lowケース、H：Highケース、 

CF：資本流動無制約ケース、CC：資本流動制約ケース） 
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 Bollen2000でも逐次動学的一般均衡モデルであるWorldScanを用いて、排出権取引の有
無とアーミントン弾性値に関する感度解析を行っている（表 2）。 
これらから、Annex1内の排出権取引の有無およびアーミントン弾性値の変化は炭素リー
ケージにそれほど大きな影響を及ぼさない可能性があることがわかった。 

表 2 炭素リーケージの割合（％）と感度解析 
  標準（5-16） アーミントン弾性値半減 

SRES/A1 20 16 排出権取引なし 
SRES/B1 20 16 
SRES/A1 19 15 排出権取引あり 
SRES/B1 17 16 

 
また、AIM/Topdownを用いて同様の感度解析を試みた（表 3）。 

表 3 炭素リーケージの割合（％）と感度解析 
SRES/B2 標準（4-8） アーミントン弾性値倍増 
排出権取引なし 11 14 
排出権取引あり 10 12 

 
 

電力や鉄鋼部門等の扱い 

 
Maestad2003では、鉄鋼部門に特化した部分均衡モデル SIMを用いて、炭素税が鉄鋼部
門に及ぼしうる影響を分析している。OECD内の排出取引ありの炭素税 25$/t-CO2を課し
た場合の鉄の生産量は、OECD内で 8.8％減少、そのうち BOF（高炉）が 12.5％減、一方、
EAF（電炉）は 1.7％減である。非 OECD地域は全体で＋4.6％、BOFが＋5.6％、EAFが
1.5％となっている。それにより OECD 内の CO2 排出量は 120.4Mt-CO2 減少したが非
OECD内で 54.7Mt-CO2増加し、炭素リーケージは 45％になる。排出取引を想定しないと、
各国の負担はさらに大きくなるが、集めた炭素税を鉄鋼部門に補助金として戻したり、国

境調整税を行えば OECD内の鉄生産量は 1％以下の減少に抑えられるとしている。 
Gielen2002では、世界動学最適化型線形モデル STEAPを用いて日本の鉄鋼への影響を
分析している。日本と EUだけに 10000円/t-CO2などの課税をかけると（排出取引なし）、
約 70％の炭素リーケージが起こる。但し、途上国の鉄鋼技術が進み効率が改善されるため、
リーケージが 100％を超えることはない。炭素税を 1250円/t-CO2と設定すると、炭素リー
ケージは約 30％程度である。 

Szabó (2006)では、世界セメントシミュレーションモデル CEMSIMを用いて、EUに炭
素税を課したときのセメント生産量の増減を調べている。それによると、2010 年に EU15
のみに 40EUR/tCO2の炭素税をかけた場合、EU15での生産量の減少分は 5Mtで BaUケ
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ースの 3.5％にあたり、他地域の増加分との比率（生産量リーケージ）は 29％であるとし
ている。地場産業の色合いの強いセメント業では、1997 年の国際貿易量が全体の 7％に過
ぎないことがその一因である。一方、2030年には貿易量が 16％にまで増加すると予測して
いるため、リーケージの影響は大きくなりうる。 
 
 

原油市場 

 
Barnett (2004)では、京都議定書が OPEC 諸国にどのような影響を及ぼしうるかのレビ
ューと分析を行っている。炭素リーケージについて、まず一つ目は、温室効果ガス抑制政

策を採る地域の原油需要削減による価格低下により、それ以外の地域の消費が増加するこ

とであるが、最近は 8％から 16％程度に収斂してきたとしている。また、原油価格の変化
による産業の再構築については、米国のエネルギー集約産業におけるエネルギーコストの

割合がせいぜい 10から 20％程度に過ぎないため、大規模なものは起こらないのではないか
と指摘している。例えば労働コスト、熟練工の確保、税制度、市場への距離、インフラコ

スト、投資環境、そして利用できる技術の方が、立地に必要な条件であろう。実際には政

府が炭素税などの導入により国際競争力を失う恐れのある産業に目配りしておくことが必

要だ、としている。 
 
 

レビューのまとめ 

 

1） 炭素リーケージについて、IPCC第 3次報告書以降の文献についても、概ね 5-20％以内
に収まっている。 

2） 複数の文献から、アーミントン弾性値の変更は、炭素リーケージを大幅に変えるほどの

影響は及ぼさない。また、排出取引を行うと、炭素リーケージへの影響を緩和すること

ができる。 
3） 鉄鋼部門だけを詳細に分析すると、京都議定書による影響が大きい場合がある。これは、

その部門だけ詳細に扱うと、性質の近い製品への代替や波及効果の想定によっては、影

響が大きめに表現されることがあるためである。しかし、その影響を緩和する方法につ

いて、補助金の返還など様々な視点から検討する必要があろう。 
4） 原油市場について、温暖化抑制地域の需要が減少すると価格が低下するため、それ以外

の地域の消費が増加する傾向が、実際の原油市場に対してどれぐらいの影響を及ぼして

いるのか、検討する必要があろう。 
5） 京都議定書のような制約を課すと内生的発展が進み、技術革新が促され、その技術が枠

外の排出量削減につながる可能性もある（Maria2005）。 
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ロ）国境税調整 

 

（１）国境税調整の実例 

温暖化対策としての環境税については、導入している諸外国において国境税調整を 

行っている例はない。ただし、他の環境関連税制で国境税調整を行っている例がある。 

  

① 化学物質税（米国） 

  名称：化学物質税 

背景：スーパーファンド法に基づき、土壌汚染対策のための基金が創設され、そのた

めの財源の一つとして 1986 年に導入。（1995 年に課税停止） 

対象：指定化学物質（42 物質） 

課税額：指定化学物質１トン当たり 0.22～4.87 米ドル（物質によって異なる） 

国境税調整の対象（輸出段階）：指定化学物質及び指定化学物質を材料とする物 

国境税調整の対象（輸入段階）：指定化学物質及び指定化学物質を材料とする物（生産

工程で指定化学物質を使って作られたものであり、原

料の 50％以上が指定化学物質を占める物等）。 

 

＊ 指定化学物質を材料とする物についての輸出段階での国境税調整の方法： 

 申告に基づく還付措置 

 

＊ 指定化学物質を材料とする物についての輸入段階における国境税調整の方法： 

① 輸入者が指定化学物質の使用量を示して、その情報に基づき課税 

② 不明の場合、標準的な生産方法を想定して作成したリストを基に課税 

③ ②にも該当しない場合、価格の５％を一律課税。 

 

 ＊ カナダ、メキシコ、EU は、輸入段階での国境税調整について提訴をして、1987 年

に GATT パネル裁定が出された。その中では、①②は、GATT と矛盾するものではな

いとされた一方、③は、輸入品に国内製品以上の高い税を課す可能性があるため、

GATT 違反になることを指摘している。 
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② ＯＤＣ税（米国） 

  名称：ＯＤＣ（オゾン破壊化学物質）税   

対象：フロン、ハロン等 20 物質 

施行：1990 年～ 

課税額：標準税率は、初年度 5.35 米ドル／ポンドで、１年ごとに 45 セント追加され

る。この標準税率に物質毎の係数（0.6～10.0 だが、ほとんどの物質が 1.0）を

かけたものが税率となる。 

    （例えば CFC11 や CFC12 の場合、この課税により 94 年時点で価格が約３倍に

上がった。） 

国境税調整の対象（輸出段階）：フロン等対象物質 

国境税調整の対象（輸入段階）：フロン等対象物質及び対象物質を材料とする物（生産

工程で対象物質を使ったものが含まれるが、使用量に

基づき裾切りが行われている。） 

 

 ＊ 対象物質を材料とする物についての輸入段階における国境税調整の方法： 

① 輸入者が対象物質の使用量を示して、その情報に基づき課税。 

② 不明の場合、標準的な生産方法を想定して作成したリスト(次頁以降を参照）を基

に課税 

③ ②にも該当しない場合、価格の５％を一律課税。 

  ＊ GATT・WTO で提訴された事例はない。 

  ＊ ODC 税は低率の化学物質税と異なり、課税額が製品の最終価格の中で大きな割合を

占めているため、脱税や密輸を誘発することが懸念された。このため、課税対象の

判別方法について、環境保護庁（ＥＰＡ）から税関職員に対する研修などの点で協

力が行われている。 
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（２）文献や国際機関での議論 

 

 ① GATT,WTOに関連する課題 
  GATT や WTO といった自由貿易のルールからすると、炭素税やエネルギー税に対す
る国境税調整が許容されるかについては、例えば、以下の課題がある。 

 

1) 輸入産品については、同種の国内産品に課せられる内国税に相当する課徴金を課

すことは許容されており（GATT２条第２項）、化石燃料等の課税対象物件そのも
のが最終製品に物理的に含まれる場合には、輸入に際して、国境税調整を行うこと

は許容されると考えられる。 

 

一方、輸入品に対しては、同種の国内産品に課せられる課税額を超える範囲での

課税は禁止されているが（同第３条第２項）、その生産過程において、エネルギー

を消費した産品に対する課税が、内国税に「相当する」課徴金として同第２条第２

項を適用し得るか、同第３条第２項により禁止されるかについては、明確な答えが

示されていない。 

 

 前述の、1987年にカナダ、メキシコ、EUが化学物質税の輸入産品に対する国
境税調整についてアメリカの化学物質税を提訴して、パネル裁定がなされた当時

は、税率等の詳細が決められていない段階であり、裁定では、生産過程において使

用された物質への課税について、同第２条第２項を適用し得るかどうかについて明

示的に示されていない。 

 

2) 輸出産品については、同種の国内産品に課せられる課税額を超える範囲での軽減

等を、輸出補助金とみなして禁止している（補助金及び相殺措置に関する協定（SCM

協定）第３条、附属書Ⅰ(h)）が、炭素税やエネルギー税がこの条文に基づいて禁

止の対象となるか否かは、未だに GATT のパネル裁定のような判断は過去になされ

ておらず、現段階では、最終的な結論を明確に示すことはできない。 

 
② 実行面 

 温暖化対策を目的とする環境税の国境税調整については、米国の化学物質税及び ODC
税を基に、その実行面に関する課題や指摘事項が示されている。 
 （Brack, Duncan et. Al., 2000, International Trade and Climate Change Policies, 

Royal Institute of International Affairs, London, P.79） 
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  ○ 化学物質税や ODC 税の場合、最終的な製品に課税対象物質が含有されているか否かは

問われず、製造過程で使用されたものに対して国境税調整を行っている点が特徴的で

ある。 

○ 課税額が過小な場合には国境税調整の対象から外す裾切りをすることにより、行政コ

ストを軽減しており、国境税調整を行うのであれば、このような措置は必須である。 

 ○ 課税額が製品の最終価格の中で大きな割合を占める場合には、不法取引を含む、脱税

が横行してしまう。国境税調整によって、このような不正取引を激化させる可能性が

ある。 
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